
 

福山市教育委員会会議（第１２回）議事日程 

 

 

２０２６年（令和８年）３月２６日 

午前１０時００分 於：教育委員室 

 

 

 日程第１  教育委員会会議録の承認について 

 

 

 日程第２  教育長報告 
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 日程第３ 

 

議第４６号 ２０２６年度（令和８年度）福山市教職員研修基本方針について 2 

 日程第４ 議第４７号 福山市教育委員会事務局処務規則の一部改正について 

 

5 

 日程第５ 議第４８号 福山市教育委員会事務決裁規程の一部改正について 

 

9 

 日程第６ 議第４９号 福山市学校給食費の徴収に関する規則の一部改正について 

 

14 

 日程第７ 議第５０号 臨時代理の承認を求めることについて（福山市教育委員会事務局職員

及び福山市立福山高等学校教職員の人事） 

 

17 

＊ 日程第８ 議第５１号 福山市いじめ問題調査委員会委員の解嘱及び委嘱について 

 

 

＊ 日程第９ 議第５２号 福山市登録文化財への登録について 

 

 

＊は非公開予定 



 

教育長報告 

3 月 17 日 火 いいね！福山っ子部門表彰式（明王台小、城西中） 

市長表敬訪問〔スピリッツ岡山、岡山オール井原アローズ〕 

 18 日 水 福山市立福山中学校卒業証書授与式 

本会議 

 19 日 木  

 20 日 金  

 21 日 土  

 22 日 日  

 23 日 月 土地開発公社理事会 

２０２５年度（令和７年度）第３回福山市生涯学習振興基金運営協議会 

 24 日 火 退職教員の会との意見交換会（教育委員室） 

 25 日 水 いいね！福山っ子部門表彰（向丘中） 

 26 日 木 第１２回教育委員会会議 

公益財団法人ふくやま芸術文化財団２０２５年度（令和７年度）第４回

理事会  
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議第４６号  

 

２０２６年度（令和８年度）福山市教職員研修基本方針について 

 

２０２６年度（令和８年度）福山市教職員研修基本方針を別紙のとおり定める。 
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２０２６年度（令和８年度）福山市教職員研修基本方針 

 

Ⅰ 現状 

〇 求められる教職員像 

〔文部科学省 ２０２０年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」における教職員の姿〕 

 

 

 

〔広島県教育委員会 「人材育成の基本方針」及び「求められる教職員像」〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 本市の状況 

こどもたちの確かな学力を育むため、国や県の教育動向を踏まえて、教職員が起点となり、学び高め合う
研修を推進している。中学校では、教科別の一斉研修を実施し、教材研究を積み重ねてきた。小学校では、
校内・校区の一斉研修を実施し、各校の実態に応じて柔軟に教科研究を進めてきた。 
一方で、学校に求められることが多様化し、各校で教職員の学ぶ機会を確保し、継続した研究を行うこと
が難しくなってきている。加えて、若手教員の割合も年々増加傾向にあり、各校における知識・技能の伝達が
より難しくなっている。 
このような状況から、教材研究をこれまで以上に組織的・継続的に進めることや、教職員の経験や役割に
応じて学ぶ研修の重要性が高まっている。 

・ 学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止めている。  ・ 教職生涯を通じて学び続けている。 

・ こども一人一人の学びを最大限に引き出している。          ・ 主体的な学びを支援する伴走者としての役割を果たしている。 

 

主体的に学び続けて資質・能力の向上を図り、

こども一人一人の能力と可能性を最大限に引き

出すことのできる人材を育成する。 

「求められる教職員像」 

「人材育成の基本方針」 

こどもたちに社会のルールなどの倫理観や感動する心など
の豊かな人間性を身に付けさせるためには、教職員自らが社
会人としても高い倫理観をもつとともに、幅広い教養などに裏
付けられた豊かな人間性を身に付けていることが求められる。 
また、学校が安全・安心な場であるということや、教職員がこ
どもたち・保護者・地域から信頼されていることは、学校教育
において基本的かつ最も大切なことであることを念頭に、教
育への信頼を著しく損なうこととなる不祥事を、全ての教育関
係者で一丸となって根絶するという強い思いを持っていること
が求められる。 

高い倫理観と豊かな人間性をもっている 

こどもたちの人格形成に携わるという職責から、教職員に
は、こどもに対する教育的愛情と、こどもを教え育てるという仕
事に対する使命感をもっていることが求められる。 

 

各学校が特色ある教育活動を展開し、こどもたち一人一人
の個性を生かす教育を行うためには、教職員一人一人が、そ
れぞれの専門性を発揮するとともに、自らの職責を自覚し、職
務を的確に遂行することが求められる。 

専門性を発揮し、的確に職務を遂行できる 

変化の激しい社会にあっては、教職員一人一人が社会の変
化や動向を踏まえながら、常に資質・能力の向上に努めるとと
もに、こどもの変化やニーズを的確に把握し、柔軟に対応する
ことなどにより、個に応じたきめ細かな指導を行うことが求め
られる。 

社会やこどもの変化に柔軟に対応できる 

こどもたちに、変化の激しいこれからの社会を「生きる力」とし
て必要な資質・能力である「知識及び技能」、「思考力、判断力、
表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」をバランス良く育むた
めには、安全・安心な学校・学級を土台として、学校教育活動の
中心である日々の授業をより質の高いものとする必要があるこ
とから、確かな授業力を身に付けていることが求められる。 
また、こどもたちの主体的・対話的で深い学びを促し、こども
たち一人一人の持てる能力を高めていくためには、こどもたち
の学びの動機付けや理解を深めるために工夫する力、デジタ
ル学習基盤を効果的に活用して学びの充実を図ることのでき
る力が求められることに加え、特別支援教育を経験し、深い理
解や専門性を持つことが求められる。 

確かな授業力を身に付けている 

教職員には、こどもたちや他の教職員、保護者、地域住民等と、
円滑なコミュニケーションを取り、良好な人間関係を構築するこ
とや、他者との協力や関わり、連携・協働を通じて組織的に業務
を遂行していくことが必要であることから、豊かなコミュニケーシ
ョン能力を有していることが求められる。 
 

豊かなコミュニケーション能力を有している 

教職員一人一人は、変化の激しい社会にあっては、求められ
る知識・技能が変わっていくことを前提に、目指す将来像や自
身の現状等を踏まえ、教職員として必要な資質・能力を自ら
定義し、主体的に学び続けていくとともに、新たな課題に積極
的に挑戦する意欲をもち、その解決に向けて取り組むことが求
められる。 

 

各学校において、地域の状況等に応じて特色ある学校づくり
を推進するためには、組織的な連携のもと、教職員一人一人
が意欲と自覚をもって学校運営に参画し、連携・協働し一丸と
なって教育活動を展開することが求められる。 
また、学校は、教職員同士が、共に支え合い、学び合う同僚
性を基盤とした、心理的安全性の高い安全・安心な場である
ことが不可欠であり、誰もが委縮することなく意見を述べた
り、多様な意見をお互いに受け止めたり、注意すべき点を素直
に指摘し合ったりすることができるような配慮や働きかけを、
同僚とコミュニケーションをとりながら取り組んでいくことが求
められる。 
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Ⅱ 目的 
すべてのこどもたちが自分自身の成長を実感できる学校教育の実現に向け、理念と実践を往還させ 
ながら、教職員が経験や役割に応じて主体的に学び続けられる研修を推進し、教職員の授業力と専門 
性の向上を図る。 

 

Ⅲ 推進体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  教科・領域別研修 【新】  校区研修  幼保小中研修  職種別研修 
 

推薦研修 
 
＊ こども発達支援センター長期研修 

＊ 福山市立大学大学院派遣研修 

＊ 通級指導教室担当者養成研修 等 

指定研修 
 
＊ 管理職研修 

＊ 総括事務長・事務長研修 

＊ 主任・主事等研修 【新】 

＊ コミュニティ・スクール担当者研修 【新】 

＊ 国語科・算数科担当者研修 【新】 

＊ 小学校外国語活動・外国語科理論研修 

＊ 幼保小中連携教育合同研修 

＊ 日本語指導担当者研修 等 

＊ 日本語指導担当者研修 等     

法定研修 【県教委との連携強化】 
 
＊ 中堅教諭等資質向上研修 

＊ 初任者研修 

 

任意研修 
 
＊ 教職員ニーズ研修 

＊ 授業づくりメンターを活用した研修 【新】 

＊ 授業づくり基礎固め講座 【新】 

＊ 小学校外国語活動・外国語科実践研修 

＊ 中学校外国語科研修 【新】 

＊ 生徒指導研修（基礎） 【新】 

＊ 特別支援教育の視点を踏まえた授業づくり研修【新】 等 

総合講座 
 
＊ 福山教育フォーラム 等 

経験や役割に応じて主体的に学び続ける教職員研修 

一斉研修  
 
 

自校及び自身の現状から、 
こども・教材への理解を深める  「校内研修」  の充実 

 
日々の授業を中心とした教育活動 

 

児童生徒一人一人の学びの状況を捉えた授業の実践 

教職員のキャリアステージに応じた授業力と専門性の向上 

すべてのこどもたちが自分自身の成長を実感できる学校教育の実現 

実
践 

理
念 

・ 自校のこども・授業の現状把握 

・ 自校の課題に即した研究テーマの設定 

・ 教材研究を中心に据えた授業の実践・検証 

・ 各研修での学びを校内研修で活用 等 

児童 
生徒観 

教材観 

・教材（単元）の目標を 
こどもの姿で捉える 
 
・教材に即したつまずきを 
イメージする 

教材研究 

指導観 
単元計画 

・ 学力調査からこどもの学習状況分析 

・ 教材に即したつまずきの要因把握 

・ 身に付ける力を軸にした単元設計 

・ 学力調査の分析から授業の見直し 

【二重線の下線部 ： 教科指導力ステップアップ事業】 
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議第４７号 

 

福山市教育委員会事務局処務規則の一部改正について 

 

 福山市教育委員会事務局処務規則の一部改正については、別紙のとおりとする。 

 

○改正の概要 

１ 改正理由 

  ２０２６年度（令和８年度）の機構改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正要旨 

（１）学校教育部学びづくり課を学校教育部教育推進課に改めるもの。 

（第２条及び第１０条関係） 

 

（２）教育推進課の文書記号を定めるもの。 

（別表関係） 

 

３ 施行期日 

２０２６年（令和８年）４月１日 
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（
別

紙
）

 

 教
育

委
員

会
規

則
第

 
 

号
 

 
 

 
福

山
市

教
育

委
員

会
事

務
局

処
務

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

 

福
山

市
教

育
委

員
会

事
務

局
処

務
規

則
（

昭
和

４
１

年
福

山
市

教
育

委
員

会
規

則
第

４
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

次
の

表
の

現
行

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
正

後
 

現
行

 

 
（

事
務

局
の

組
織

）
 

 
（

事
務

局
の

組
織

）
 

第
２

条
 

法
第

１
７

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

事
務

局
に

次
の

部
及

び
課

（
課

に
相

当
す

る
室

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

を
置

く
。

 

第
２

条
 

法
第

１
７

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

事
務

局
に

次
の

部
及

び
課

（
課

に
相

当
す

る
室

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

を
置

く
。

 

管
理

部
 

管
理

部
 

（
略

）
 

 
（

略
）

 

 
学

校
教

育
部

 
 

学
校

教
育

部
 

 
 

（
略

）
 

 
（

略
）

 

 
 

教
育

推
進

課
 

 
学

び
づ

く
り

課
 

 
 

（
略

）
 

 
（

略
）

 

 
（

分
掌

事
務

）
 

（
分

掌
事

務
）

 

第
１

０
条

 
各

部
、

課
の

分
掌

す
る

事
務

は
、

お
お

む
ね

次
の

と
お

り
と

す
第

１
０

条
 

各
部

、
課

の
分

掌
す

る
事

務
は

、
お

お
む

ね
次

の
と

お
り

と
す
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る
。

た
だ

し
、

所
管

の
明

ら
か

で
な

い
事

務
が

あ
る

と
き

は
、

教
育

長
が

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

る
。

た
だ

し
、

所
管

の
明

ら
か

で
な

い
事

務
が

あ
る

と
き

は
、

教
育

長
が

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
管

理
部

 
 

管
理

部
 

 
（

略
）

 
 

 
（

略
）

 

学
校

教
育

部
 

学
校

教
育

部
 

 
 

学
事

課
 

 
 

学
事

課
 

 
 

 
（

略
）

 
 

 
（

略
）

 

 
教

育
推

進
課

 
 

学
び

づ
く

り
課

 

 
 

 
（

略
）

 
 

 
（

略
）

 

別
表

（
第

１
１

条
関

係
）

 
別

表
（

第
１

１
条

関
係

）
 

課
又

は
教

育
機

関
 

記
号

 

教
育

総
務

課
 

総
 

施
設

課
 

施
 

学
校

再
編

推
進

室
 

学
再

 

中
央

図
書

館
 

図
 

学
事

課
 

学
事

 

教
育

推
進

課
 

推
 

学
校

保
健

課
 

学
保

 

課
又

は
教

育
機

関
 

記
号

 

教
育

総
務

課
 

総
 

施
設

課
 

施
 

学
校

再
編

推
進

室
 

学
再

 

中
央

図
書

館
 

図
 

学
事

課
 

学
事

 

学
び

づ
く

り
課

 
学

び
 

学
校

保
健

課
 

学
保
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福
山

高
等

学
校

 
高

 
 

福
山

高
等

学
校

 
高

 
 

 
 

附
 

則
 

こ
の

訓
令

は
、

令
和

８
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
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議第４８号 

 

福山市教育委員会事務決裁規程の一部改正について 

 

 福山市教育委員会事務決裁規程の一部改正については、別紙のとおりとする。 

 

○改正の概要 

１ 改正理由 

  育児休業申請等の承認及び会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２第１項

第１号に掲げる職員に限る。）の営利企業への従事等の届出に関する事務について

の手続き及び事務の能率化・迅速化を図るため、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正要旨 

（１）職員（課長（課長相当職を含む。）以上の職員を除く。）の休業に関すること

を、教育総務課長の専決事項に変更するもの。 

（第８条関係） 

 

（２）会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員に限

る。）の営利企業への従事等の届出の処理に関することを、教育総務課長の専決

事項に変更するもの。 

（第８条関係） 

 

（３）その他規定の整理を行うもの。 

 

 

３ 施行期日 

２０２６年（令和８年）４月１日 
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（
別
紙
）

 

 教
育
委
員
会
訓
令
第

 
 
号

 

 
 

 
福
山
市
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

 

福
山
市
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
４
１
年
福
山
市
教
育
委
員
会
訓
令
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
現
行
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
正
後

 
現
行

 

 
（
教
育
次
長
専
決
事
項
）

 
（
教
育
次
長
専
決
事
項
）

 

第
４
条
の
２

 
教
育
次
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
専
決
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
県
費
負
担
教
職
員
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

 

第
４
条
の
２

 
教
育
次
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
専
決
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
県
費
負
担
教
職
員
に
関
す
る
こ
と
を
除
く

 

（
１
）
職
員
（
部
長
（
部
長
相
当
職
を
含
む
。
）
以
上
の
職
員
に
限
る
。
）

の
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
１
）
職
員
（
部
長
（
部
長
相
当
職
を
含
む
。
）
以
上

 
 

 
 

 
 

 
）

の
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
２
）
職
員
（
部
長
（
部
長
相
当
職
を
含
む
。
）
以
上
の
職
員
に
限
る
。
）

 

の
旅
行
命
令
並
び
に
年
次
休
暇
及
び
特
別
休
暇
（
夏
期
研
修
に
限

る
。
）
の
承
認
並
び
に
欠
勤
届
そ
の
他
諸
届
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
２
）
職
員
（
部
長
（
部
長
相
当
職
を
含
む
。
）
以
上

 
 

 
 

 
 

 
）

 
 
の
旅
行
命
令
並
び
に
年
次
休
暇
及
び
特
別
休
暇
（
夏
期
研
修
に
限

 
 

 
 
る
。
）
の
承
認
並
び
に
欠
勤
届
そ
の
他
諸
届
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
３
）
職
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
を
除
く
。
）
の

 
分
限
（
病
気
休
職
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
新
設
）

 

（
４
）
職
員
（
部
長
（
部
長
相
当
職
を
含
む
。
）
以
上
の
職
員
に
限
る
。
）

（
新
設
）
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の
休
業
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
５
）
職
員
（
課
長
（
課
長
相
当
職
を
含
む
。
）
以
上
の
職
員
に
限
る
。
）

 
の
職
務
専
念
義
務
の
免
除
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
３
）
職
員
（
課
長
（
課
長
相
当
職
を
含
む
。
）
以
上

 
 

 
 

 
 

 
）

の
職
務
専
念
義
務
の
免
除
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
６
）
職
員
（
課
長
（
課
長
相
当
職
を
含
む
。
）
以
上
の
職
員
並
び
に
会
計

 
 
年
度
任
用
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
を
除
く
。
）
の
営
利
企
業
へ
の

 
 
従
事
等
の
許
可
等
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
４
）
職
員
（
課
長
（
課
長
相
当
職
を
含
む
。
）
以
上
の
職
員
及
び

 
会
計

年
度
任
用
職
員

 
 

 
 

 
 

 
 

 
を
除
く
。
）
の
営
利
企
業
へ
の

従
事
等
の
許
可
等
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
７
）
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
事
務
の
内
容
が
前
各
号
に
類
す
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
。

 

（
５
）
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
事
務
の
内
容
が
前
各
号
に
類
す
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
。

 

（
部
長
専
決
事
項
）

 
（
部
長
専
決
事
項
）

 

第
５
条

 
部
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
学
校
教
育
部
長
に
あ
っ
て
は
、
第
１

号
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
第
２
号
か
ら
第
１
０
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
県
費
負
担
教

職
員
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

 

第
５
条

 
部
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
学
校
教
育
部
長
に
あ
っ
て
は
、
第
１

号
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
第
２
号
か
ら
第
１
０
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
県
費
負
担
教

職
員
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

 

（
１
）

 
（
略
）

 
（
１
）

 
（
略
）

 

 
（
２
）

 
課
長
（
課
長
相
当
職
を
含
む
。
）
の
休
業
に
関
す
る
こ
と
。

 
（
新
設
）

 

 
（
３
）

 
職
員
（
課
長
（
課
長
相
当
職
を
含
む
。
）
以
上
の
職
員
に
限

る
。
）
の
部
分
休
業
、
修
学
部
分
休
業
、
高
齢
者
部
分
休
業
、
育
児
短

時
間
勤
務
、
病
気
休
暇
、
介
護
休
暇
及
び
介
護
時
間
（
以
下
「
部
分
休

業
等
」
と
い
う
。
）
の
承
認
並
び
に
欠
勤
届
そ
の
他
諸
届
の
処
理
に
関

（
２
）

 
職
員
（
課
長
（
課
長
相
当
職
を
含
む
。
）
以
上

 
 

 
 

 
 

 

 
 
）
の
部
分
休
業
、
修
学
部
分
休
業
、
高
齢
者
部
分
休
業
、
育
児
短

時
間
勤
務
、
病
気
休
暇
、
介
護
休
暇
及
び
介
護
時
間

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
の
承
認
並
び
に
欠
勤
届
そ
の
他
諸
届
の
処
理
に
関
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す
る
こ
と
。

 
す
る
こ
と
。

 

 
（
４
）

 
職
員
（
課
長
（
課
長
相
当
職
を
含
む
。
）
以
上
の
職
員
を
除

く
。
）
の
職
務
専
念
義
務
の
免
除
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
３
）

 
職
員
（
課
長
（
課
長
相
当
職
を
含
む
。
）
以
上
の
職
員
を
除

く
。
）
の
職
務
専
念
義
務
の
免
除
に
関
す
る
こ
と
。

 

 
（
５
）

 
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
の
任
免
に
関
す
る
こ

と
。

 

（
４
）

 
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
の
任
免
に
関
す
る
こ

と
。

 

 
（
６
）

 
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
の
分
限
に
関
す
る
こ

と
。

 

（
５
）

 
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
の
分
限
に
関
す
る
こ

と
。

 

 
（
削
る
）

 
（
６
）

 
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
の
休
業
に
関
す
る
こ

と
。

 

 
（
７
）

 
会
計
年
度
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
２
第
１
項
第

２
号
に
掲
げ
る
職
員
に
限
る
。
）
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
の
営
利
企
業

へ
の
従
事
等
の
許
可
等
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
７
）

 
会
計
年
度
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
２
第
１
項
第

１
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
の
営
利
企
業

へ
の
従
事
等
の
許
可
等
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
８
）
～
（
１
０
）

 
（
略
）

 
（
８
）
～
（
１
０
）

 
（
略
）

 

（
課
長
等
及
び
中
央
図
書
館
を
除
く
図
書
館
等
の
長
等
専
決
事
項
）

 
（
課
長
等
及
び
中
央
図
書
館
を
除
く
図
書
館
等
の
長
等
専
決
事
項
）

 

第
８
条

 
第
７
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
課
長
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
、
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
教
育
総
務
課
長
専
決
事
項

に
つ
い
て
は
、
県
費
負
担
教
職
員
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

 

第
８
条

 
第
７
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
課
長
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
、
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
教
育
総
務
課
長
専
決
事
項

に
つ
い
て
は
、
県
費
負
担
教
職
員
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

 

 
教
育
総
務
課
長

 
教
育
総
務
課
長
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（
１
）
～
（
２
）

 
（
略
）

 
（
１
）
～
（
２
）

 
（
略
）

 

（
３
）

 
職
員
（
課
長
（
課
長
相
当
職
を
含
む
。
）
以
上
の
職
員
を
除

く
。
）
の
部
分
休
業
等

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
の
承
認
並
び
に
欠

勤
届
そ
の
他
諸
届
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
３
）

 
職
員
（
課
長
（
課
長
相
当
職
を
含
む
。
）
以
上
の
職
員
を
除

 

く
。
）
の
部
分
休
業
、
修
学
部
分
休
業
、
高
齢
者
部
分
休
業
、
育
児
短

時
間
勤
務
、
病
気
休
暇
、
介
護
休
暇
及
び
介
護
時
間
の
承
認
並
び
に
欠

勤
届
そ
の
他
諸
届
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

 

 
（
４
）
～
（
１
２
）

 
（
略
）

 
（
４
）
～
（
１
２
）

 
（
略
）

 

（
１
３
）

 
職
員
（
課
長
（
課
長
相
当
職
を
含
む
。
）
以
上
の
職
員
を
除

く
。
）
の
休
業
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
新
設
）

 

（
１
４
）

 
会
計
年
度
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
２
第
１
項

第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
に
限
る
。
）
の
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
の
届
出

の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
新
設
）

 

（
略
）

 
（
略
）

 

 
教
育
推
進
課
長

 
学
び
づ
く
り
課
長

 

 
 
附

 
則

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議第４９号 

 

福山市学校給食費の徴収に関する規則の一部改正について 

 

 福山市学校給食費の徴収に関する規則を、別紙のとおり改正する。 

 

改正の概要 

１ 改正理由 

（１）保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進するため、国の負担軽減措置

と超過分の市独自措置により、市立小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）の

学校給食費を無償化するもの。 

（２）市立幼稚園及び中学校（義務教育学校の後期課程を含む。）の保護者から徴収す

る学校給食費は、物価高騰に伴う給食食材費との差額を市が負担することにより、

現行のまま据え置くもの。 

（３）物価高騰により給食食材費が増加していることに伴い、教職員等から徴収する

学校給食費の日額を改正するもの。 

 

２ 改正要旨 

（１）保護者負担額（１食当たり）                          

   ア 小学校、義務教育学校（前期課程）       ０円 

      ただし、生活保護の教育扶助や要保護児童については、現行制度の適用を優

先する。 

イ 幼稚園                  ２５５円 

ウ 中学校、義務教育学校（後期課程）     ２９０円 

   （別表第１関係） 

 

（２）教職員等から徴収する学校給食費の日額                     

ア 小学校、義務教育学校（前期課程）、幼稚園 ３３０円（現行 ３１０円） 

イ 中学校、義務教育学校（後期課程）     ３８０円（現行 ３５０円） 

 （別表第１関係） 

 

（３）その他規定の整理 

 

３ 施行期日 

  ２０２６年（令和８年）４月１日 
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 （

別
紙

）
 

 教
育

委
員

会
規

則
第

 
 

号
 

 
 

 
福

山
市

学
校

給
食

費
の

徴
収

に
関

す
る

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

 

福
山

市
学

校
給

食
費

の
徴

収
に

関
す

る
規

則
（

令
和

６
年

教
育

委
員

会
規

則
第

７
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

次
の

表
の

現
行

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
正

後
 

現
行

 

 
（

学
校

給
食

費
の

徴
収

）
 

 
（

学
校

給
食

費
の

徴
収

）
 

第
４

条
 

教
育

委
員

会
は

、
学

校
給

食
費

負
担

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

か
ら

学
校

給
食

費
を

徴
収

す
る

。
 

第
４

条
 

教
育

委
員

会
は

、
学

校
給

食
を

受
け

る
児

童
等

の
保

護
者

及
び

教
職

員
等

か
ら

学
校

給
食

費
を

徴
収

す
る

。
 

別
表

第
１

（
第

５
条

関
係

）
 区

分
 

日
額

 

児
童

等

の
保

護

者
 

福
山

市
立

小

学
校

及
び

義

務
教

育
学

校

(
前

期
課

程
)
 

（
１

）
次

号
に

掲
げ

る
場

合
以

外
の

場
合

 
０

円
 

（
２

）
生

活
保

護
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
１

４
４

号
）

に
よ

る
教

育
扶

助
を

受
け

て
い

る
場

合
又

は
法

に
基

づ
く

要
保

護
児

童
生

徒
援

助
費

補
助

金
に

よ
る

就
学

援
助

を
受

け
て

い
る

場
合

 

３
３

０
円

 

別
表

第
１

（
第

５
条

関
係

）
 

区
分

 
日

額
 

保
護

者
 

福
山

市
立

小
学

校
、

義
務

教
育

学
校

(
前

期

課
程

)
及

び
幼

稚
園

 
２

５
５

円
 

福
山

市
立

中
学

校
及

び
義

務
教

育
学

校
（

後

期
課

程
）

 
２

９
０

円
 

教
職

員
 

福
山

市
立

小
学

校
、

義
務

教
育

学
校

(
前

期

課
程

)
及

び
幼

稚
園

並
び

に
給

食
セ

ン
タ

ー
 

３
１

０
円

 

福
山

市
立

中
学

校
及

び
義

務
教

育
学

校
(
後

期
課

程
)
 

３
５

０
円
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福
山

市
立

幼
稚

園
 

２
５

５
円

 

福
山

市
立

中
学

校
及

び
義

務
教

育
学

校
（

後
期

課

程
）

 
２

９
０

円
 

教
職

員

等
 

福
山

市
立

小
学

校
、

義
務

教
育

学
校

(
前

期
課

程
)

及
び

幼
稚

園
並

び
に

給
食

セ
ン

タ
ー

 
３

３
０

円
 

福
山

市
立

中
学

校
及

び
義

務
教

育
学

校
(
後

期
課

程
)
 

３
８

０
円

 

 

そ
の

他
学

校
給

食
を

受
け

る
者

 

学
校

給
食

を

受
け

た
市

立

学
校

の
区

分

の
金

額
 

 

別
表

第
２

(
第

６
条

関
係

)
 

別
表

第
２

(
第

６
条

関
係

)
 

 

区
分

 
納

期
限

 

第
１

期
 

７
月

２
７

日
 

第
２

期
 

８
月

２
７

日
 

第
３

期
 

９
月

２
７

日
 

第
４

期
 

１
０

月
２

７
日

 

第
５

期
 

１
１

月
２

７
日

 

第
６

期
 

１
２

月
２

５
日

 

第
７

期
 

１
月

２
７

日
 

第
８

期
 

２
月

２
７

日
 

第
９

期
 

３
月

２
７

日
 

 

区
分

 
納

期
限

 

第
１

期
 

７
月

末
日

 

第
２

期
 

８
月

末
日

 

第
３

期
 

９
月

末
日

 

第
４

期
 

１
０

月
末

日
 

第
５

期
 

１
１

月
末

日
 

第
６

期
 

１
２

月
末

日
 

第
７

期
 

１
月

末
日

 

第
８

期
 

２
月

末
日

 

第
９

期
 

３
月

末
日

 

 
 

附
 

則
 

こ
の

規
則

は
、

令
和

８
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
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議第５０号  

 

臨時代理の承認を求めることについて（福山市教育委員会事務局職員及び福

山市立福山高等学校教職員の人事） 

 

福山市教育長に対する事務委任等に関する規則（平成２９年教育委員会規則第２号）第

３条第１項の規定により、福山市教育委員会事務局職員及び福山市立福山高等学校教職員

の人事について別紙のとおり臨時に代理したので、同条第２項の規定により、報告し、承

認を求める。 
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（別紙） 

 

福山市教育委員会事務局職員及び福山市立福山高等学校教職員の人事について 

 

 福山市教育委員会事務局職員及び福山市立福山高等学校教職員を次のとおり任命する。 

 

【事務局職員】 

                    ２０２６年（令和８年）４月１日付 

事務局所属 職名 名前 旧所属 

部 長 の 部 

管理部長 主事 亀山 聰子 松永支所長兼企画財政局地域拠

点形成推進部参与 

課 長 の 部 

管理部政策調整官兼管理部教

育総務課主幹兼学校教育部主

幹 

主事 寺下 暁 総務局総務部人事課次長（人事

担当） 

管理部教育総務課主幹兼総務

局総務部総務課主幹 

主事    前田 修 総務局総務部人材育成課調整

員（政策担当） 

中央図書館長 司書 前原 有美子 中央図書館専門員兼北部図書

館長 

学校教育部教育推進課長 主事 坂本 康雄 学校教育部学事課次長（企画

研修担当）兼管理部学校再編

推進室調整員（政策担当） 

管理主事・指導主事の部 

学校教育部学事課次長（企画

研修担当）兼管理部学校再編

推進室調整員（政策担当） 

指導主事 長友 康城 学校教育部学事課 

学校教育部教育推進課次長

（人権・特別支援教育担当） 

指導主事 瀬尾 香世 学校教育部学びづくり課次長

（人権教育担当） 

学校教育部学事課 指導主事 中田 恭司 学校教育部学びづくり課 

学校教育部学事課 指導主事 松永 航 学校教育部学びづくり課 

学校教育部学事課 管理主事 白神 一輝 新採用 

（福山市立鷹取中学校教諭） 

学校教育部学事課 指導主事 松野 雄太 新採用 

（福山市立東小学校教諭） 

学校教育部教育推進課 指導主事 越智 智子 新採用 

（福山市立赤坂小学校教諭） 

学校教育部教育推進課 指導主事 寺田 賢人 新採用 

（福山市立駅家南中学校教諭） 

学校教育部教育推進課 指導主事 宮川 雅人 新採用 

（福山市立水呑小学校教諭） 

学校教育部教育推進課 指導主事 宮下 克也 新採用 

（福山市立御幸小学校教諭） 
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事務局所属 職名 名前 旧所属 

学校教育部学校保健課 指導主事 田村 美和 新採用 

（福山市立済美中学校養護教諭） 

学校教育部学校保健課 指導主事 三宅 歩美 新採用 

（福山市立駅家西小学校栄養教

諭） 

 

○異動・退職する職員  

新所属 職名 名前 旧所属 

部  長  の  部 

企画財政局参事（地域拠点形

成推進担当） 

主事 藤井 紀子 管理部長 

課  長  の  部 

保健福祉局ネウボラ推進部未

来館設置準備室長兼保健福祉

局ネウボラ推進部みらい世代

育成課主幹 

主事 手島 智幸 管理部政策調整官兼管理部教育

総務課主幹兼学校教育部主幹 

神辺支所神辺建設産業課 技術員      塚本 孝敏 管理部教育総務課主幹兼総務局

総務部総務課主幹 

市民病院経営企画部病院総務

課長兼教育研修部教育研修推

進室副室長兼安全管理室副室

長 

主事 延近 久恵 中央図書館長 

退職 

（福山市立駅家南中学校校長） 

主事 片山 富行 学校教育部学びづくり課長 

管理主事・指導主事の部 

退職 

（広島県教育委員会管理主事） 

管理主事 柏原 正志 学校教育部学事課 

退職 

（福山市立湯田小学校教諭） 

指導主事 小野 幹弘 学校教育部学事課 

退職 

（福山市立想青学園（前期）

教諭） 

指導主事 内田 充保 学校教育部学びづくり課 

退職 

（福山市立大津野小学校教

諭） 

指導主事 細田 壮一 学校教育部学びづくり課 

退職 

（福山市立緑丘小学校教諭） 

指導主事 槇埜 玲子 学校教育部学びづくり課 

退職 

（福山市立川口東小学校栄養

教諭） 

指導主事 井上 美穂 学校教育部学校保健課 

退職 

（福山市立緑丘小学校養護教

諭） 

指導主事 佐原 美穂 学校教育部学校保健課 
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【福山高等学校教職員】 

                ２０２６年（令和８年）４月１日付 

新所属 職名 名前 旧所属 

福山高等学校 教諭 大塚 崇士 新採用 

（広島県立福山商業高等学校教

諭） 

福山高等学校 教諭 岡崎 恭成 新採用 

（広島県立福山工業高等学校教

諭） 

福山高等学校 教諭 小畠 陽児 新採用 

（広島県立廿日市西高等学校教

諭） 

福山高等学校 教諭 藤間 孝三 新採用 

（広島県立神辺高等学校教諭） 

福山高等学校 教諭 花崎 明日香 新採用 

（広島県立庄原格致高等学校教

諭） 

福山高等学校 教諭 平義 隆雄 新採用 

（広島県立瀬戸田高等学校教

諭） 

福山高等学校 教諭 平田 真也 新採用 

（広島県立東城高等学校教諭） 

福山高等学校 教諭 藤田 聡 新採用 

（広島県立西条農業高等学校教

諭） 

福山高等学校 教諭 森田 靖生 新採用 

（福山市立福山中学校教諭） 

福山高等学校 養護教諭 中村 直子 新採用 

（広島県立尾道東高等学校養護

教諭） 

再任用職員の部 

福山高等学校 教諭 永井 靖樹 福山高等学校 

福山高等学校 教諭 西村 秀明 福山高等学校兼福山中学校 

福山高等学校 教諭 橋本 賀代 福山高等学校兼福山中学校 

福山高等学校 教諭 槇田 浩成 福山高等学校兼福山中学校 

福山高等学校 教諭兼 

実習教員 

卜部 典子 福山高等学校 
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○退職する教職員                                   

新所属 職名 名前 旧所属 

退職 

（広島県立沼南高等学校教諭） 
教諭 池本 文紀 福山高等学校 

退職 

（広島県立福山葦陽高等学校

教諭） 

教諭 川髙 佐知子 福山高等学校兼福山中学校 

退職 

（広島県立忠海高等学校教諭） 
教諭 小林 淳 福山高等学校兼福山中学校 

退職 

(広島県立尾道北高等学校教諭) 
教諭 永井 直美 福山高等学校兼福山中学校 

退職 

（広島県立神辺高等学校教諭） 
教諭 中村 久恵 福山高等学校兼福山中学校 

退職 

（広島県立東高等学校教諭） 
教諭 和佐田 知子 福山高等学校兼福山中学校 

退職 

 
教諭 竹内 俊介 福山高等学校兼福山中学校 

 

 

【事務局職員】 

                    ２０２６年（令和８年）４月２日付 

事務局所属 職名 名前 旧所属 

指導主事の部 

学校教育部教育推進課調整員

（政策担当）兼福山高等学校

調整員（政策担当） 

指導主事 小田 浩 新採用 

（広島県立竹原高等学校校長） 
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